
 開発行為申請等に係る手数料一覧表 

 

平成１８年９月３０日最終改正  

 

①都市計画法第２９条 開発行為許可申請手数料（千葉市建築関係手数料条例別表第４７の項） 

 

  自己居住用 自己業務用 非自己用  

0.1ha未満 ８，６００ １３，０００ ８６，０００ 

0.1ha以上0.3ha未満 ２２，０００ ３０，０００ １３０，０００ 

0.3ha以上0.6ha未満 ４３，０００ ６５，０００ １９０，０００ 

0.6ha以上 1ha未満 ８６，０００ １２０，０００ ２６０，０００ 

1ha以上 3ha未満 １３０，０００ ２００，０００ ３９０，０００ 

3ha以上 6ha未満 １７０，０００ ２７０，０００ ５１０，０００ 

6ha以上 10ha未満 ２２０，０００ ３４０，０００ ６６０，０００ 

10ha以上 ３００，０００ ４８０，０００ ８７０，０００ 

 

②都市計画法第３５条の２ 開発行為変更許可申請手数料 

（千葉市建築関係手数料条例別表第４８の項，１件当たりの額） 

 

 次に掲げる額を合算した額。ただし，その額が８７０，０００円を超えるときは，８７０， 

０００円とする。 

 (1) 開発行為に関する設計の変更（次号のみに該当する場合を除く。）については，開 

  発区域の面積（次号に規定する変更を伴う場合にあっては変更前の開発区域の面積， 

  開発区域の縮小を伴う場合にあっては縮小後の開発区域の面積）に応じ，４７の項に 

  規定する額に１０分の１を乗じて得た額 

 (2) 新たな土地の開発区域への編入に係る都市計画法第３０条第１項第１号から第４号 

  までに掲げる事項の変更については，新たに編入される開発区域の面積に応じ，４７の 

  項に規定する額 

 (3) その他の変更   １０，０００円 

 

 

③都市計画法第４１項第２項ただし書 市街化調整区域内における建築物の特例許可申請手数料 

 （千葉市建築関係手数料条例別表第４９の項） 

 

  申請１件につき      ４６，０００円  

 

④都市計画法第４２条第１項ただし書 予定建築物以外の建築等許可申請手数料 

（千葉市建築関係手数料条例別表第５０の項） 

 

  申請１件につき      ２６，０００円  

 

 

 

⑤都市計画法第４３条 開発許可を受けない市街化調整区域内の土地における建築等の許可申請手数料

（千葉市建築関係手数料条例別表第５１の項） 

 

              ０．１ha未満                     ６，９００円  

 ０．１ha以上０．３ha未満                   １８，０００円 

 ０．３ha以上０．６ha未満                   ３９，０００円 

 ０．６ha以上 １ ha未満                   ６９，０００円 

  １ ha以上                   ９７，０００円 

 

⑥都市計画法第４５条 開発許可を受けた地位の承継の承認申請手数料 

（千葉市建築関係手数料条例別表第５２の項，全て１件当たりの額） 

 

  (1) 承認申請をする者が行おうとする開発行為が，主として自己の居住の用に供する住 

  宅の建築の用に供する目的で行うもの又は主として住宅以外の建築物で自己の業務の 

  用に供するものの建築若しくは自己の業務の用に供する特定工作物の建設の用に供す 

  る目的で行うものであって，開発区域の面積が１ヘクタール未満の場合 

                                                          １，７００円 

 (2) 承認申請をする者が行おうとする開発行為が，主として住宅以外の建築物で自己の 

  業務の用に供するものの建築又は自己の業務の用に供する特定工作物の建設の用に供 

  する目的で行うものであって，開発区域の面積が１ヘクタール以上の場合 

                                                          ２，７００円 

 (3) 承認申請をする者が行おうとする開発行為が前２号以外のものである場合 

                                                        １７，０００円 

 

 

⑦都市計画法第４７条第５項 写しの交付手数料（千葉市建築関係手数料条例別表第５３の項） 

 

   写し１枚につき            ４７０円  

 


